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１問目 

【問題】 

当期の決算（X2年 3月末）において下記の状況が生じている場合について、それぞれ必

要な仕訳を答えなさい。なお、法定福利費の会社負担分は考慮しない。 

 

(1) 従業員に対して X1年 12月～X2年 5月を支給対象期間とする夏季賞与を X2年 6月に

30,000 千円（見込額）支給する予定である。なお、決算整理前残高試算表には賞与引

当金の残高が 18,000千円ある。 

(2) 当期の業績が良かったため、従業員に対して X2 年 4 月に業績を踏まえた決算賞与を

10,000千円（確定額）支給する予定である。 

(3) X2年 6月に開催する株主総会で承認されることを前提に、当期の業績を勘案して取締

役に対して 12,000千円の賞与を X2年 7月に支給する予定である。 

(4) 取締役に対して退任時に役職及び在籍期間に応じた慰労金を支給する内規がある。仮

に当期末において支給対象の取締役が退任した場合の要支給額は 60,000 千円である。

なお、決算整理前残高試算表には役員退職慰労引当金の残高が 45,000千円ある。 

 

 

  



【解答】 

 

(1) (借) 賞 与 引 当 金 繰 入 2,000 (貸) 賞 与 引 当 金 2,000 

(2) (借) 賞 与 10,000 (貸) 未 払 金 10,000 

(3) (借) 役員賞与引当金繰入 12,000 (貸) 役 員 賞 与 引 当 金 12,000 

(4) (借) 役員退職慰労引当金繰入 15,000 (貸) 役員退職慰労引当金 15,000 

 

 

【解説】 

人件費に関する引当金の処理を確認する問題です。(3)と(4)は過去にあまり出題が見られ

ないものの、役員報酬について注目が集まっているため、頭の体操も兼ねた問題としました。 

 

(1) 期間を基準とした賞与であり、かつ見込額であり確定額ではないため、貸方は賞与引当

金となります。金額は、30,000千円×4ヶ月／6ヶ月－18,000千円＝2,000千円と計算

できます。 

(2) 期間ではなく業績を基準とした賞与であるため、貸方は未払金となります。 

(3) 役員賞与の支払いは株主総会での承認が必要であるため、承認前は金額が確定してい

ないものとして引当金により計上します。ただし、あらかじめ業績連動型による支払い

が承認されていたことにより金額が確定している場合、または株主総会を待たずに金

額が実質的に確定している場合（株主が親族などで固められている、ある企業の子会社

であるなど）には、未払役員報酬（未払金）などで計上することが考えられます。本試

験で出題されるとすれば、問題文の指示等で貸方の計上科目が指示されるものと思わ

れます。 

なお、まだ本誌では扱っていない税効果会計（または別の科目である法人税法）の内容

となりますが、従業員賞与は引当金計上時ではなく支払時に損金に算入されるため税

効果会計の対象となります。それに対し、役員賞与は一定の税務上の要件を満たさない

と支払時にも損金算入できません。したがって、税務上の要件を満たさない役員賞与は

永久差異となります。 

(4) 企業によっては、役員退任時に功績に報いる目的などにより、退職慰労金が支払われる

ことがあります。この支払いも株主総会の承認が必要ですが、あらかじめ支給基準を定

める内規があり、過去の実績から支給される（承認される）可能性が高い場合には引当

金の計上が必要です。 


